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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１２月１１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３０年７月１日 １２時００分ごろ 

発生場所 香川県土庄
とのしょう

町豊
て

島東方沖 

 唐
から

櫃
と

港Ｂ防波堤西灯台から真方位１１８°１,１５０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°２９.２′ 東経１３４°０６.４′） 

事故の概要  ケミカルタンカー第二十一三社
さんしゃ

丸は、豊島東方沖を南進中、干出岩

に乗り揚げた。 

第二十一三社丸は、船底外板に擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成３０年７月３１日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

ケミカルタンカー 第二十一三社丸、１９６トン 

 １３５４００、有限会社瀬戸産業 

 ４０.４１ｍ（Lr）×７.２０ｍ×３.５０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３６kＷ、平成８年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５０歳 

六級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成２１年１０月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年９月１９日 

  免状有効期間満了日 令和元年１０月１９日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に凹損及び擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１ｍ、潮汐 高潮時、潮高 約２０２cm（高

松） 

 事故の経過 本船は、船長及び機関長が乗り組み、荷役作業補助員を乗せ、塩化

マグネシウム約２７０㎘を積載し、船首約４.０ｍ、船尾約６.０ｍの

喫水で、平成３０年７月１日１０時３０分ごろ香川県坂出市坂出港に

向けて岡山県瀬戸内市玉津港を出港した。 

船長は、通常、豊島と香川県井
い

島の間の井島水道を経由して坂出港

に向かっていたものの、備讃瀬戸海上交通センターの「こませ情報」

を確認し、同水道がこませ網漁船３隻の操業により通航できないこと
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を知ったので、豊島と香川県小豊
お で

島の間の水道（以下「本件水道」と

いう。）を経由して坂出港に向かうこととした。 

船長は、香川県小豆島北西方沖を南進中、土庄町土庄港に向かうフ

ェリーが右舷側から接近してきたので、その船尾側を通過することと

して右に転舵して、南西進した。 

船長は、フェリーの船尾側を通過して、１１時４９分ごろ豊島北北

東方沖で本件水道に向けて針路を真方位約１８５°に定めて約９ノッ

トの対地速力で航行した。 

船長は、１１時５８分ごろ豊島東方沖で船首方約６００ｍのところ

に長方形状のものを視認したが、流木だと思い、針路上にあり、接近

してから避けようと思い、同じ針路及び速力で航行した。 

本船は、船長が、１２時００分ごろ船首方至近に流木だと思ってい

たものが干出岩であるカナメ石（以下「本件干出岩」という。）であ

ることに気づき、右舵一杯を取って避けようとしたものの、本件干出

岩に乗り揚げた。 

本船は、１日夜の満潮時にタグボートにより引き降ろされ、坂出港

まで自力航行し、着岸後、揚げ荷役を行った。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、本船に船長として４～５年乗船し、本件水道を通航したこ

とが４～５回あったので、豊島東方沖に本件干出岩が存在することを

知っていた。 

船長は、船首方に視認した長方形状のものを流木だと思い込んでそ

のまま航行したが、双眼鏡又はＧＰＳプロッターで確認していれば良

かったと本事故後に思った。 

船長は、本事故当時、台風の影響もあり、風浪が強く流木等の浮流

物が多く見受けられたので、船首方に視認した本件干出岩を流木だと

思い込んでしまったと本事故後に思った。 

船長は、ＧＰＳプロッターを起動しており、また、レーダーを１.

５海里（Ｍ）レンジとしていた。 

本船は、６月２８日夕方から本事故発生まで、坂出港と玉津港での

積み荷役、揚げ荷役、及び両港間の航海を２往復半しており、休息時

間は１日に５～６時間あったが、風呂や食事の時間を除くと、正味の

睡眠時間は１日に２～３時間程度であった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、豊島東方沖を南進中、船長が、船首方に視認した長方形状

の物を流木と思い込んで、双眼鏡やＧＰＳプロッター等で針路上の状

況を確認せずに航行したことから、本件干出岩に向けて航行している
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ことに気付かず、至近で本件干出岩と気付いて、右舵を取って避けよ

うとしたものの、本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、本事故当日、風浪が強く流木等の浮流物が多く見受けられ

たことから、本件干出岩を流木だと思い込んだものと考えられる。 

船長は、睡眠不足の影響により注意力が低下していた可能性がある

と考えられる。 

原因 本事故は、本船が、豊島東方沖を南進中、船長が、船首方に視認し

た長方形状の物を流木と思い込んで、双眼鏡やＧＰＳプロッター等で

針路上の状況を確認せずに航行したため、本件干出岩に向けて航行し

ていることに気付かず、至近で本件干出岩と気付いて、右舵を取って

避けようとしたものの、本件干出岩に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

船舶所有者は、本事故後、本船に六級海技士（航海）免状を受有す

る甲板員を乗船させた。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・前路に流木状のものを視認した際には、双眼鏡で何があるのかを

確認し、また、レーダー及びＧＰＳプロッターで自船の船位や針

路上の状況を確認すること。 

・ふだん、航行していない海域を通航する際には、事前に同海域の

状況を確認しておくこと。 

・船舶所有者は、乗組員の就労時間に無理のない運航計画を立案す

ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瀬戸内海

香川県 

土庄町 

豊島 

唐櫃港Ｂ防波堤西灯台 

小豊島 

本船 

１１時４９分ごろ 

１１時５８分ごろ 

事故発生場所（平成３０年７月 

１日 １２時００分ごろ発生） 

岡山県岡山市 

香川県高松市 

小豆島 

淡路島 

本件干出岩 

井島水道 玉津港 

坂出港 


